
判断能力が衰えても住み慣れた地域で
暮らせるよう、万が一の時に備えて
成年後見制度を学んでみませんか？

日 時 令和８年１月３０日（金）
14：00～15：30  （１３：３０～受付開始） 

場 所 めむろーど ２階 セミナーホール

参加料 無料

芽室町東４条４丁目５番地 保健福祉センター（あいあい21）

令和７年度 成年後見制度講演会

芽室町社会福祉協議会

電話:62-1616 FAX:62-1657

申
込
・問
い
合
わ
せ
先

芽室町委託事業

１月２３日（金）までにＧｏｏｇｌｅ申込フォーム、メール、
裏面のＦＡＸ用紙、電話などで申込をお願いします

https://forms.gle/pNyEV5393d7BtSkT6

▼申込フォーム

講師 末長法律事務所 （札幌市）
  弁護士 末長 宏章 氏

【講師 現公職】
北海道成年後見制度利用促進体制整備連絡調整会議委員
北海道社会福祉協議会成年後見制度推進バックアップセンター
運営委員会委員

ほか、北海道・札幌市などの高齢者・障がい者関係の公職を歴任

:m-syakyo@memuro-syakyo.jp

芽室町成年後見支援センター
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